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一
五
二

は
じ
め
に

二
〇
一
六
年
三
月
三
〇
日
、
フ
ラ
ン
ス
のH

ollande

大
統
領
（
当
時
）
は
、
前
年
に
発
生
し
た
パ
リ
同
時
多
発
テ
ロ
を
背
景
と
し
て
提

案
し
、
元
老
院
で
審
議
中
で
あ
っ
た
憲
法
改
正
提
案）

（
（

を
撤
回
し
た）

（
（

。
こ
の
憲
法
改
正
案
は
、
テ
ロ
関
連
の
罪
で
有
罪
と
な
っ
た
重
国
籍
者）

（
（

か
ら
仏
国
籍
を
剝
奪
す
る
内
容
を
含
ん
で
お
り）

（
（

、
多
く
の
批
判
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
民
法
二
五

条
）
（
（

が
、
帰
化
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
得
た
者
が
「
国
の
基
本
的
利
益
を
侵
害
す
る
犯
罪
又
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
に
当
た
る
犯
罪
に
よ

り
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
と
き
」
等
の
四
つ
の
場
合
に
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
剝
奪
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
出
生
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス

国
籍
や
帰
化
か
ら
一
五
年
を
超
え
て
い
る
場
合）

（
（

に
は
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
憲
法
改
正
に
よ
り
そ
の
範
囲
を
拡
大

す
る
と
共
に
、
対
テ
ロ
リ
ズ
ム
策
を
「
憲
法
化
」
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
が
、
重
国
籍
者
に
対
す
る
差
別
を
生
む
、
あ
る
い
は
無

国
籍
者
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
批
判
を
受
け
て
、
提
案
を
撤
回
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
動
き
は
、
憲
法
改
正
と
い
う
手
法
を
用
い
る
と
い
う
特
異
性
か
ら
、
日
本
を
含
む
世
界
各
国
か
ら
注
目
を
集
め
た
が
、

対
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
根
拠
と
す
る
国
籍
剝
奪
の
法
制
化
あ
る
い
は
そ
の
強
化
の
動
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
今
日
な
お

そ
の
動
き
は
継
続
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
二
〇
一
五
年
に
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
改
正
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
へ
の
忠
誠
）
法
」）

（
（

を
制
定
し
、
一
定
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
重
国
籍
者
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
籍
を
剝
奪
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
が）

（
（

、
二
〇
一
八
年
に
は
、
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
強
化
が
提
案
さ
れ
、
な
お
議
論
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
九

年
六
月
に
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
が
テ
ロ
組
織
の
構
成
員
と
な
っ
た
重
国
籍
者
か
ら
ド
イ
ツ
国
籍
を
剝
奪
す
る
こ
と
を
認
め
る
法
改
正
を
行
っ



一
五
三

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

た
）
（
（

。こ
う
し
た
中
カ
ナ
ダ
も
、
二
〇
一
四
年
に
テ
ロ
対
策
・
治
安
維
持
を
目
的
と
し
て
、
重
国
籍
者
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
の
強
化

を
行
っ
て
い
た
が
、
二
〇
一
五
年
に
政
権
を
獲
得
し
た
自
由
党
のJustin T

rudeau

首
相
は
、
翌
二
〇
一
六
年
に
そ
れ
を
廃
止
し
、
ほ

ぼ
旧
法
に
戻
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
案
（
Ｃ
─
六
）
を
提
出
し
た
。
同
法
案
は
、
一
年
を
超
え
る
審
議
と
修
正
の
上
、
二
〇
一
七
年
六

月
一
九
日
に
裁
可
を
得
て
法
律
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｃ
─
六
法
案
は
、
一
〇
年
弱
ぶ
り
に
政
権
を
奪
還
し
た
自
由
党
が
前
政
権
と
の

違
い
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
提
出
し
た
と
い
う
背
景
を
抜
き
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
国
が
テ
ロ
対
策
・
治
安
維
持

の
手
段
と
し
て
重
国
籍
の
剝
奪
を
強
化
す
る
中
に
あ
っ
て
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
動
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

現
在
日
本
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
重
国
籍
を
認
め
な
い
法
政
策
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
と
全
く
同
じ
文
脈
で
問

題
が
生
じ
る
可
能
性
は
高
く
な
い
と
は
い
え
、
現
に
重
国
籍
を
有
す
る
人
は
多
く
、
国
籍
法
に
は
重
国
籍
者
に
対
す
る
国
籍
選
択
義
務

（
一
四
条
）、
選
択
を
し
な
い
場
合
の
催
告
（
一
五
条
一
項
及
び
二
項
）、
さ
ら
に
催
告
に
対
し
て
選
択
を
し
な
い
場
合
の
日
本
国
籍
喪
失
（
同

条
三
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
運
用
に
よ
っ
て
は
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
う
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
法
案
C
─
六
の
審

議
過
程
の
検
討
等
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
へ
の
カ
ナ
ダ
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

一　

二
〇
一
四
年
改
正
法
の
概
要

最
初
に
、
テ
ロ
対
策
・
治
安
維
持
を
目
的
と
し
て
、
重
国
籍
者
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
の
強
化
等
を
行
っ
た
二
〇
一
四
年
改
正

法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



一
五
四

一
五
四

二
〇
一
四
年
二
月
六
日
、
当
時
のStephen H

arper

首
相
率
い
る
保
守
党
（Conservative Party of Canada

）
政
権
は
、
連
邦
議
会

下
院
に
「
カ
ナ
ダ
市
民
権
強
化
法
（Strengthening Canadian Citizenship A

ct

）」
案）

（1
（

（
C
─
二
四
法
案
）
を
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
、

同
年
六
月
一
六
日
に
賛
成
一
三
七
対
反
対
一
一
八
で
修
正
な
く
下
院
を
通
過
し
、
一
九
日
に
は
上
院
に
お
い
て
、
賛
成
五
二
対
反
対
二
九

で
同
様
に
修
正
な
く
承
認
さ
れ
た
後
、
即
日
裁
可
さ
れ
た）

（（
（

。

同
法
は
、
①
帰
化
に
よ
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
取
得
の
た
め
に
必
要
な
カ
ナ
ダ
居
住
等
要
件
の
強
化
と
、
②
重
国
籍
者
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
市

民
権
剝
奪
制
度
の
強
化
の
二
点
を
中
心
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
法
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
①
に
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
得
る
た

め
に
は
、
過
去
六
年
間
に
一
四
六
〇
日
以
上
カ
ナ
ダ
国
内
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
、
過
去
四
暦
年
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
最
低
一
八
三
日

カ
ナ
ダ
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
所
在
は
永
住
者
（perm

anent resident

）
の
資
格
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
市
民
権
取
得

後
の
カ
ナ
ダ
居
住
継
続
の
意
思
表
明
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
実
際
に
カ
ナ
ダ
居
住
を
し
な
い
と
、
こ
の
意
思
表
明
に
違
反
す
る
虚

偽
申
請
と
し
て
一
〇
万
カ
ナ
ダ
ド
ル
の
罰
金
と
五
年
以
下
の
懲
役
の
併
科
の
対
象
と
な
り
う
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
重
要
な
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
根
拠
の
大
幅
拡
大
で
あ
る
。
改
正
前
の
市

民
権
剝
奪
根
拠
は
、
帰
化
に
よ
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
有
す
る
者
が
、
虚
偽
（fraud

）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
得
て
い
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
改
正
に
よ
り
、
テ
ロ
行
為
を
含
む
重
罪
を
犯
し
た
等
の
八
つ
の
根
拠
が
追
加
さ
れ
た）

（1
（

の
で
あ
る
（
一
〇
条
二
項
）。
ま
た
、
こ

の
追
加
根
拠
は
、
虚
偽
に
よ
る
市
民
権
取
得
の
場
合
と
異
な
り
、
出
生
に
よ
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
潜
在
的
に
で

あ
っ
て
も
他
の
市
民
権
・
国
籍
を
有
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
重
国
籍
者
に
限
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ナ
ダ

が
無
国
籍
の
削
減
に
関
す
る
条
約）

（1
（

の
締
約
国
で
あ
っ
て
、
そ
の
八
条
一
項
が
「
締
約
国
は
、
国
籍
の
剝
奪
が
一
個
人
を
無
国
籍
に
す
る
場

合
は
、
そ
の
者
か
ら
国
籍
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
規
定
す
る
こ
と
を
受
け
て
の
措
置
で
あ
る
。
第
二
に
、
市
民
権
剝
奪
手
続
の
ほ
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五
五

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

一
五
五

と
ん
ど
が
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
移
民
大
臣
の
行
政
処
分
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
司
法
的
救
済
の
途
も
極
め
て
限
定
さ
れ
た
。

こ
の
市
民
権
取
得
要
件
強
化
と
市
民
権
剝
奪
根
拠
の
大
幅
拡
大
は
、
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
、

主
と
し
て
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二　

二
〇
一
四
年
C
─
二
四
法
案
の
議
論

二
〇
一
四
年
に
ハ
ー
パ
ー
政
権
が
法
改
正
を
提
案
し
た
背
景
に
は
、
同
年
に
シ
リ
ア
及
び
イ
ラ
ク
を
中
心
と
し
て
活
動
を
活
発
化
し
、

一
時
は
相
当
広
範
な
地
域
を
支
配
し
た
「
Ｉ
Ｓ
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
テ
ロ
組
織
の
存
在
が
あ
る
。
同
法
案
審
議
に
お
い
て
は
、
与
党
保

守
党
（
当
時
）
が
賛
成
し
、
野
党
で
あ
っ
た
新
民
主
党
（N

ew
 D

em
ocratic Party

）
と
自
由
党
（Liberal Party

）
が
反
対
し
た
が
、
政
府
・

保
守
党
は
、
第
二
読
会
に
お
け
る
討
論
（sponsor’s speech

）
に
お
い
て
、
こ
の
部
分
の
立
法
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
国
外

で
テ
ロ
活
動
を
行
う
カ
ナ
ダ
人
の
存
在
を
立
法
事
実
と
し
て
主
張
し
て
い
る
。

「
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
今
日
の
世
界
の
現
実
に
は
次
の
よ
う
な
側
面
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
安
全
情
報
局
に
よ
れ
ば
、
過
激
派
、
つ

ま
り
カ
ナ
ダ
に
よ
っ
て
テ
ロ
リ
ス
ト
と
過
去
に
認
定
さ
れ
、
ま
た
現
に
認
定
さ
れ
て
い
る
組
織
に
お
い
て
戦
闘
に
加
わ
っ
て
い
る
カ

ナ
ダ
人
が
一
三
〇
名
お
り
、
そ
の
う
ち
三
〇
名
は
シ
リ
ア
に
所
在
し
て
い
る
。
我
々
に
と
っ
て
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
カ
ナ
ダ
人
に

と
っ
て
も
同
じ
と
考
え
る
が
、
彼
ら
が
重
国
籍
者
で
あ
る
場
合
、
彼
ら
は
カ
ナ
ダ
と
の
約
束
文
言
を
破
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
点

が
問
題
な
の
で
あ
る
。
本
法
は
、
…
…
彼
ら
に
対
抗
す
る
行
動
を
可
能
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。」）

（1
（



一
五
六

こ
れ
に
対
し
て
、
野
党
の
反
対
論
は
、
下
院
段
階
に
お
い
て
は
、
重
国
籍
者
か
ら
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
剝
奪
す
る
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
制
度
不
全
に
向
け
ら
れ
た
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
新
民
主
党
の
反
対
討
論
（response speech

）
は
、

市
民
権
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
同
意
し
つ
つ
、
カ
ナ
ダ
人
の
市
民
権
剝
奪
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
司
法
的
救
済

の
欠
如
に
主
た
る
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

「
こ
の
法
案
は
、
も
う
一
つ
の
懸
念
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
法
案
の
規
定
で
は
、
主
務
大
臣
は
、
詐
欺
（
に
よ
っ
て
市
民
権
を

取
得
し
た
と
い
う
）
の
疑
い
が
あ
る
場
合
、重
国
籍
の
者
の
市
民
権
を
剝
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
疑
い
』

で
あ
る
。
事
実
、
主
務
大
臣
は
、
あ
る
者
が
不
正
に
市
民
権
を
取
得
し
た
と
の
『
蓋
然
性
を
認
め
る
』
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
市
民

権
を
剝
奪
し
、
又
は
市
民
権
を
剝
奪
す
る
権
限
を
委
任
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

問
題
は
、
そ
の
者
は
、
も
は
や
異
議
申
し
立
て
が
事
実
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
独
立
し
た
法
廷
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
重
要
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
市
民
権
を
持
つ
人
は
カ
ナ
ダ
人
な
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
司
法
制
度
の

下
、
公
平
か
つ
公
正
な
手
続
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
享
受
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
ほ
か
、
海
外
で
テ
ロ
罪
に
問
わ

れ
、
数
年
を
刑
務
所
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
人
物
の
場
合
に
も
懸
念
が
あ
る
。（
同
法
案
で
は
）
こ
の
よ
う
な
訴
追

を
根
拠
と
し
て
、
市
民
権
が
剝
奪
さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

…
…
本
件
に
お
け
る
最
大
の
関
心
事
は
、
例
え
ば
、
人
は
公
平
か
つ
公
正
な
手
続
な
く
し
て
テ
ロ
の
罪
に
問
わ
れ
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
司
法
制
度
が
政
治
的
圧
力
と
無
縁
で
は
な
い
国
で
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。



一
五
七

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

我
々
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
す
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
多
く
見
て
き
た
。
人
々
は
訴
追
さ
れ
、
数
年
間
投
獄
さ
れ
た
そ
の
後

に
、
政
治
的
あ
る
い
は
党
派
的
理
由
で
投
獄
さ
れ
た
と
し
て
英
雄
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
背
後
か
ら
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
の
名

前
の
囁
き
が
聞
こ
え
た
が
、
実
際
、
そ
れ
は
一
つ
の
例
と
な
り
得
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
重
大
な
懸
念
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。」）

（1
（

ま
た
、
自
由
党
は
、
こ
の
法
案
に
全
面
的
に
反
対
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
が
、
重
国
籍
カ
ナ
ダ
人
の
市
民
権
剝
奪
に
つ
い
て
は
次
の

よ
う
に
述
べ
、
市
民
権
剝
奪
が
主
務
大
臣
の
広
範
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

「
自
由
党
は
、
こ
の
法
案
に
明
確
に
反
対
票
を
投
じ
る
。
個
人
の
市
民
権
を
剝
奪
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
あ
れ
ば
、
他
に
解
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
重
国
籍
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

私
は
、
当
院
に
お
い
て
、
重
国
籍

を
持
つ
少
な
く
と
も
二
人
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
主
務
大
臣
が
彼
ら
の
市
民
権
を
剝
奪
し
、
彼
ら
を
国
外
退
去
さ

せ
る
権
限
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
れ
は
、
一
人
の
人
間
に
与
え
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
権
限
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
で
出
生
し
た
人
も
、
私
が
言
及
し
た
二
人
の
議
員
の
よ
う
に
、
重
国
籍
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
重
国
籍
は
、
カ
ナ
ダ
で

生
ま
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
政
府
提
案
は
、
十
分
な
法
的
救
済
手
段
を
提
供
し
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
一
人
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
恣
意
的
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。」

以
上
の
よ
う
な
下
院
で
の
議
論
に
対
し
て
、
上
院
で
は
、
重
国
籍
者
の
市
民
権
剝
奪
と
い
う
仕
組
み
自
体
が
も
つ
差
別
性
を
問
題
と
す

る
主
張
が
、
政
府
法
案
批
判
の
前
面
に
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
C
─
二
四
法
案
の
下
で
は
、
カ
ナ
ダ
に
生
ま
れ
た
カ
ナ
ダ
市
民
で



一
五
八

あ
っ
て
も
、
カ
ナ
ダ
と
他
国
の
重
国
籍
を
有
す
る
者
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
剝
奪
さ
れ
る
危
険
に
直
面
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ

市
民
権
し
か
有
し
な
い
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
が
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
党
のEggleton

上
院
議

員
が
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
二
層
の
市
民
権
（tw

o-tier citizenship

）
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
我
々
が
こ
の
国
に
お
い
て
慣
れ

親
し
ん
で
き
た
平
等
や
市
民
権
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
享
受
で
き
る
平
等
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
我
々

は
、
二
層
の
市
民
権
を
認
め
て
い
な
い
。
た
だ
一
つ
、
こ
の
法
案
が
も
た
ら
す
も
の
を
除
い
て
は
。」）

（1
（

こ
う
し
た
批
判
は
、
学
説
に
お
い
て
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
ト
ロ
ン
ト
大
学
のA
udrey M

acklin

教
授
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
し
か
な
い
者
の
市
民
権
剝
奪
は
無
国
籍
状
態
を
生
み
出

す
の
に
対
し
て
、
重
国
籍
者
の
場
合
そ
の
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う
点
で
、
両
者
に
は
前
提
の
違
い
が
あ
り
、
直
ち
に
カ
ナ
ダ
権
利
自
由

憲
章
一
五
条
の
定
め
る
平
等
権
侵
害
に
な
る
と
は
い
え
な
い
と
認
め
た
上
で
、
他
方
で
、
市
民
権
が
個
人
と
国
家
の
紐
帯
と
し
て
他
に
代

え
が
た
い
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
否
定
は
、
無
国
籍
化
が
も
た
ら
す
も
の
と
は
別
の
本
質
的
害
悪
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
っ
て
、「
人
権
の
枠
組
み
の
下
で
は
、
単
一
市
民
権
保
有
者
な
ら
ぬ
重
市
民
権
保
有
者
に
つ
い
て
、
そ
の
市
民
権
剝
奪
を
求
め

る
こ
と
は
、
憲
章
一
五
条
の
下
で
差
別
と
な
る
」）

（1
（

と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
オ
タ
ワ
大
学
コ
モ
ン
ロ
ー
法
学
部
のCraig Forces

教
授
は
、
そ
の
論
文
で
、
重
国
籍
者
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
が
憲
章

一
五
条
下
で
差
別
に
な
る
こ
と
を
認
め
、
か
つ
、
そ
れ
が
同
一
条
の
定
め
る
憲
章
上
の
権
利
制
限
正
当
化
テ
ス
ト
で
あ
る
「O

akes

テ
ス



一
五
九

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

ト
」）

（1
（

を
通
過
で
き
な
い
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
同
教
授
は
、「
反
逆
者
や
テ
ロ
リ
ス
ト
」
の
市
民
権
剝
奪
は
懲
罰
的
措
置
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
与
え
る
影
響
と
ス
テ
ィ
グ
マ
に
鑑
み
る
と
、
仮
に
こ
れ
を
制
度
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
改
正
前
の
市

民
権
法
や
C
─
二
四
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
は
る
か
に
強
力
な
憲
法
上
の
手
続
的
保
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る）

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
各
方
面
か
ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
院
に
お
い
て
単
独
過
半
数
を
有
し
て
い
た
政
府
・
保
守
党
は

法
案
成
立
を
急
ぎ
、
上
述
の
よ
う
に
、
原
案
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

三　

C
─
二
四
法
施
行
と
市
民
権
剝
奪

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
制
定
さ
れ
た
C
─
二
四
法
は
、
三
段
階
に
施
行
さ
れ
た
。
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
関
係
規
定
は
、

第
二
次
施
行
分
と
し
て
二
〇
一
五
年
五
月
二
八
日
に
発
効
し）

11
（

、
改
正
法
全
体
の
施
行
は
同
年
七
月
一
一
日
と
な
っ
た）

1（
（

。
し
か
し
、
同
年

一
〇
月
に
実
施
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
下
院
総
選
挙
で
は
、
C
─
二
四
法
撤
廃
を
主
張
す
る
自
由
党
が
単
独
過
半
数
を
確
保
し
て
政
権
に
復
帰
し

た
こ
と
か
ら
、
C
─
二
四
法
が
定
め
る
重
国
籍
者
か
ら
の
大
臣
に
よ
る
市
民
権
剝
奪
制
度
が
実
質
的
に
機
能
し
て
い
た
の
は
五
か
月
程
度

の
短
い
期
間
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
間
に
は
、
テ
ロ
関
与
を
理
由
と
す
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
が
実
際
に
行
わ
れ
た
。

Zakaria A
m

ara

は
、
一
九
八
五
年
ジ
ョ
ル
ダ
ン
に
生
ま
れ
、
一
三
歳
で
カ
ナ
ダ
に
移
民
し
た
者
で
、
ジ
ョ
ル
ダ
ン
と
カ
ナ
ダ
の
重

国
籍
を
有
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
六
年
六
月
の
い
わ
ゆ
る
「
オ
ン
タ
リ
オ
・
テ
ロ
計
画
事
件
」
に
関
与
し
た
と
し
て
、
他
の
一
六
名
と
共

に
、
反
テ
ロ
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
た）

11
（

。
刑
事
裁
判
で
は
、
仮
釈
放
の
可
能
性
付
き
の
無
期
懲
役
が
宣
告
さ
れ
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
内
の
監
獄
に



一
六
〇

収
監
さ
れ
た
。

二
〇
一
五
年
九
月
二
六
日
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
移
民
大
臣
は
、
C
─
二
四
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
新
し
い
カ
ナ
ダ
市
民
権
法
一
〇
条
二

項
に
基
づ
き
、Zakaria A

m
ara

の
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
剝
奪
す
る
と
の
決
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
は
、
C
─
二
四
法
に
よ
り
カ

ナ
ダ
市
民
権
を
剝
奪
さ
れ
た
唯
一
の
人
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
市
民
権
剝
奪
は
多
く
の
議
論
を
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
が
カ
ナ
ダ
下
院
総
選
挙
の
期
間
に
な
さ
れ
た
た
め
、
選
挙
戦
に
お
い
て
も
大
き

な
争
点
と
な
っ
た
。
新
民
主
党
と
自
由
党
は
、同
法
廃
止
を
公
約
と
す
る
と
共
に
、と
り
わ
け
自
由
党
党
首
のJustin T

rudeau 

党
首
は
、

同
法
は
二
流
市
民
（second-class citizens

）
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
、「
カ
ナ
ダ
人
は
カ
ナ
ダ
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ナ
ダ

人
な
の
で
あ
る
」（a Canadian is a Canadian is a Canadian

）
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
た）

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
保

守
党
は
、
同
法
の
市
民
権
剝
奪
規
定
が
「
三
六
〇
〇
万
人
の
人
口
の
う
ち
、
三
〇
人
以
下
に
し
か
適
用
で
き
な
い
」「
最
悪
の
事
態
を
想

定
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
新
民
主
党
及
び
自
由
党
の
批
判
は
、「
馬
鹿
げ
た
恐
怖
を
煽
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
で
あ
る
と
反
論
し
た）

11
（

。

し
か
し
、
こ
の
保
守
党
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
に
実
施
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
下
院
総
選
挙
で
、
保
守
党
は
改
選
前

三
三
八
議
席
中
一
五
九
議
席
の
相
対
多
数
を
得
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
六
〇
議
席
を
失
い
、
九
九
議
席
で
野
党
に
転
落
し
た
。
自
由
党
は
、

三
六
か
ら
一
八
六
へ
と
大
幅
に
議
席
を
増
や
し
、
単
独
過
半
数
で
政
権
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
選
挙
前
に
は
過
半
数
獲
得
も
予

想
さ
れ
て
い
た
新
民
主
党
は
、
自
由
党
に
議
席
を
奪
わ
れ
、
九
五
か
ら
四
一
へ
と
議
席
を
減
ら
し
て
野
党
第
二
党
に
留
ま
っ
た
。



一
六
一

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

四　

C
─
六
法
案
の
概
要

Justin T
rudeau

自
由
党
が
新
た
に
政
権
に
つ
く
と
、
状
況
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

新
政
権
は
発
足
直
後
の
議
会
に
お
い
て
、
二
〇
一
四
年
法
に
よ
る
改
正
を
取
り
消
し
、
ほ
ぼ
従
前
の
制
度
に
戻
す
こ
と
を
企
図
し
て
、

「
市
民
権
法
を
改
正
し
、
及
び
、
そ
の
他
の
法
律
の
関
連
改
正
を
行
う
た
め
の
法
律
（A

n A
ct to am

end the Citizenship A
ct and to 

m
ake consequential am

endm
ents to another A

ct

）」
案
（
C
─
六
法
案
）
を
提
出
し
た
。
同
法
案
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
五
日
に
連

邦
議
会
下
院
で
審
議
入
り
し
、
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
、
同
年
六
月
一
七
日
に
賛
成
二
一
四
対
反
対
九
二
で
下
院
を
通
過
し
た
。
法
案

は
、
同
日
上
院
に
送
付
さ
れ
た
が
、
上
院
で
の
審
議
に
は
ほ
ぼ
一
年
の
期
間
を
要
し
た
。
こ
れ
は
、
夏
の
休
会
を
挟
ん
だ
こ
と
と
、
上
院

段
階
で
実
質
的
修
正
が
提
案
さ
れ
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
政
府
が
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
上
下
両
院
で
の
修
正
案
の
や

り
と
り
が
発
生
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
上
院
は
、
自
ら
の
修
正
案
を
下
院
が
さ
ら
に
修
正
し
た
案
に
つ
い
て
、
翌
二
〇
一
七
年
六
月
一
五

日
に
最
終
的
に
可
決
し
た
。
こ
れ
が
同
一
七
日
に
裁
可
を
得
て
、
法
律
（
現
行
法
）
と
な
っ
た
。

同
法
は
、
C
─
二
四
法
が
規
定
し
た
こ
と
を
覆
す
こ
と
を
中
心
に
、
次
の
よ
う
な
事
項
を
規
定
し
て
い
る
。

①
国
家
安
全
保
障
に
関
連
す
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
の
根
拠
規
定
を
削
除

②
申
請
人
が
市
民
権
を
与
え
ら
れ
た
場
合
、
カ
ナ
ダ
に
住
み
続
け
る
意
思
が
あ
る
と
い
う
要
件
を
削
除

③
市
民
権
を
申
請
す
る
前
に
カ
ナ
ダ
に
現
実
に
滞
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
数
を
削
減
す
る
と
共
に
、滞
在
期
間
計
算
に
お
い
て
、

そ
の
者
が
永
住
者
に
な
る
前
に
カ
ナ
ダ
に
滞
在
し
て
い
た
日
数
を
考
慮
す
る
よ
う
に
変
更



一
六
二

④
カ
ナ
ダ
及
び
そ
の
公
用
語
の
一
つ
に
つ
い
て
の
知
識
を
証
明
す
る
要
件
を
一
八
歳
か
ら
五
四
歳
ま
で
の
申
請
者
に
限
定

⑤
主
任
大
臣
に
対
し
、
そ
れ
が
不
正
ま
た
は
不
当
に
入
手
さ
れ
、
使
用
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
う
る
と
自
ら
が
信
ず
る
に
足
り
る
合
理
的

な
理
由
の
あ
る
書
類
の
差
し
押
さ
え
を
認
め
る
こ
と

⑥
虚
偽
の
表
明
、
詐
欺
、
ま
た
は
重
要
な
事
情
を
故
意
に
隠
し
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
の
剝
奪
手
続
の
変
更

⑦
同
法
五
条
一
項
に
基
づ
く
カ
ナ
ダ
人
の
両
親
を
も
た
な
い
未
成
年
者
へ
の
市
民
権
付
与
に
つ
い
て
、
申
請
を
一
八
歳
以
上
と
す
る
要
件

の
削
除

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
か
ら
⑤
が
政
府
法
案
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
⑥
⑦
が
上
院
の
修
正
案
を
政
府
・
与
党
が
受
け
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
上
院
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
④
の
年
齢
上
限
を
五
四
歳
で
は
な
く
五
九
歳
と
す
る
修
正
と
、
詐
欺
的
方
法
に
よ
り
永
住
権

を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
詐
欺
的
手
法
が
手
続
の
ど
の
段
階
で
行
わ
れ
て
も
、
永
住
権
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

と
の
修
正
を
提
案
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
政
府
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た）
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。

一
部
修
正
を
経
て
成
立
し
た
C
─
六
法
は
、
そ
の
後
四
段
階
で
施
行
さ
れ
た
が
、
上
の
①
、
す
な
わ
ち
重
国
籍
者
か
ら
カ
ナ
ダ
市
民
権

を
剝
奪
す
る
こ
と
を
認
め
る
市
民
権
法
一
〇
条
二
項
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
四
年
改

正
法
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
、
憲
法
適
合
性
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
立
法
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

C
─
六
法
案
に
つ
い
て
の
議
論
（
下
院
）

以
下
で
は
、
こ
の
C
─
六
法
案
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
同
法
案
は
、
政
府
提
出
法
案
で
あ
り
、
審
議
に
際
し
て



一
六
三

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

はJohn M
cCallum

移
民
、
難
民
及
び
市
民
権
大
臣
（
市
民
権
移
民
大
臣
か
ら
名
称
変
更
）
が
、
ま
ず
下
院
に
お
い
て
法
案
の
説
明
を
行
っ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
政
府
の
立
場
が
極
め
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
や
長
く
な
る
が
、
以
下
に
そ
の
抜
粋
を
示
し
て
お
き

た
い
。「（

C
─
六
法
案
提
案
が
、
公
約
で
あ
る
こ
と
等
を
述
べ
た
後
に
）
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
な
ぜ
私
た
ち
が
こ
れ
を
な
し
た
い
の
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
二
つ
の
基
本
原
則
が
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。」「
第
一
に
、
カ
ナ
ダ
人
に
は
二
つ

の
階
級
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
新
し
い
市
民
を
迎
え
入
れ
た
い
。
我
々
は
、
保
守
党
政
権

が
、
我
々
の
国
の
市
民
と
な
る
べ
き
新
し
い
人
々
を
歓
迎
す
る
に
不
合
理
な
、
い
く
つ
も
の
壁
を
構
築
し
た
と
確
信
し
て
い
る
。」

「
こ
れ
ま
で
の
保
守
党
の
法
で
は
、
市
民
権
移
民
大
臣
は
、
個
人
が
テ
ロ
犯
罪
や
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
犯
罪
で
有
罪
と
な
っ
た

場
合
、
そ
の
者
の
市
民
権
を
剝
奪
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
大
臣
が
市
民
権
を
剝
奪
す
る
権
限

を
持
っ
て
い
た
の
は
、そ
の
者
が
重
国
籍
を
有
す
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、カ
ナ
ダ
市
民
権
の
み
を
も
つ
場
合
に
は
、そ
う
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
連
邦
裁
判
所
も
他
の
事
件
で
は
市
民
権
を
剝
奪
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
重
国
籍

を
も
つ
市
民
に
対
し
て
の
み
で
あ
っ
た
。」

「
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
あ
る
種
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
は
剝
奪
で
き
る
が
、
別
の
も
の
は
剝
奪
で
き
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

二
つ
の
階
級
の
カ
ナ
ダ
人
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
カ
ナ
ダ
人
に
は
一
つ
の
階
級
し
か
な
く
、
カ
ナ
ダ
人
は
カ
ナ

ダ
人
で
あ
り
、そ
れ
が
カ
ナ
ダ
人
な
の
で
あ
る
（a Canadian is a Canadian is a Canadian

）。
す
べ
て
の
カ
ナ
ダ
人
は
平
等
で
あ
り
、

カ
ナ
ダ
人
に
二
つ
の
階
級
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
法
律
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
理
由
で
あ
り
、
新
し
い
法
律
が
市
民
権
剝



一
六
四

奪
を
廃
止
す
る
理
由
で
あ
る
。」

「
実
際
、
我
々
は
こ
の
こ
と
を
強
く
確
信
し
て
お
り
、
テ
ロ
を
理
由
と
し
て
市
民
権
を
剝
奪
さ
れ
た
あ
る
個
人
の
市
民
権
を
回
復

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
新
し
い
法
律
に
よ
り
、
当
該
個
人
は
市
民
権
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」「
こ
れ
は
原
則
の
問

題
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
人
は
カ
ナ
ダ
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ナ
ダ
人
な
の
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
良
い
カ
ナ
ダ
人
も
悪
い

カ
ナ
ダ
人
も
含
ま
れ
て
い
る
。」「
テ
ロ
を
理
由
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
悪
い
カ
ナ
ダ
人
は
、
刑
務
所
に
行
く
べ
き
で
あ
る
。
凶
悪
な

テ
ロ
リ
ス
ト
が
い
れ
ば
、
彼
ら
は
長
期
に
わ
た
っ
て
刑
務
所
に
入
る
べ
き
だ
が
、
量
刑
を
決
め
る
の
は
政
治
家
で
は
な
く
裁
判
官
な

の
で
あ
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
の
居
場
所
は
、
空
港
で
は
な
く
刑
務
所
で
あ
る
。
我
々
は
、
テ
ロ
の
罪
で
刑
務
所
に
送
ら
れ
た
者
に
つ
い

て
、
二
階
級
の
テ
ロ
リ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
、『
刑
務
所
に
入
り
市
民
権
を
剝
奪
さ
れ
た
者
』
と
『
刑
務
所
に
行
く
だ
け
の
者
』
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
れ
、
そ
う
で
な
い
者
で
あ
れ
、
カ
ナ
ダ
人
は
カ
ナ
ダ
人
で
あ
り
、
そ

れ
が
カ
ナ
ダ
人
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
い
か
な
る
市
民
権
も
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
、
我
々

の
考
え
で
あ
る
。」）

11
（

大
臣
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
市
民
権
剝
奪
の
根
拠
と
な
る
犯
罪
が
容
易
に
拡
張
で
き
て
し
ま
う
こ
と
、
重
国
籍
の
定
義
自
体
が
問
題
を

含
む
こ
と
（
本
人
の
意
思
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
重
国
籍
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
）
等
を
制
度
廃
止
の
追
加
的
根
拠
と
し
て
述
べ
、

対
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
手
段
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
制
度
廃
止
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
野
党
第
一
党
で
あ
る
保
守
党
の
反
対
討
論
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
正
面
か
ら
二
つ
の
階
級
論
を
否
定
す
る
。



一
六
五

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

「
…
…
前
政
権
の
行
為
が
、
市
民
間
に
二
つ
の
階
級
を
何
ら
か
の
形
で
生
み
出
し
た
、
と
い
う
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ

れ
は
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た
だ
今
大
臣
は
触
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
市
民
権
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
他
の
理

由
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」「
私
は
、
二
〇
〇
七
年
に
市
民
権
を
剝
奪
さ
れ
た
ナ
チ
ス
の
戦
犯
二
人
に
関
す
る
記
事
を
読
ん

だ
。
市
民
権
は
詐
欺
的
な
方
法
で
の
取
得
を
理
由
に
剝
奪
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
案
で
は
変
更
さ
れ
な
い
別
の
規
定
が
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
規
定
は
、
市
民
権
の
剝
奪
を
認
め
て
い
る
。」

「
こ
の
規
定
に
関
す
る
議
論
は
、
我
々
が
カ
ナ
ダ
の
市
民
権
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
要
約
さ
れ
る
。
自
由
党
政
府
は
次
の

よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
テ
ロ
リ
ス
ト
が
重
国
籍
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
服
役
す
る
こ
と
が
適

切
な
刑
罰
で
あ
る
と
い
う
の
が
政
府
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
代
替
案
こ
そ
が
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
こ
の
場
所
で
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
、
重
国
籍
を
有
す
る
者
が
カ
ナ
ダ
に
対
し
て
テ
ロ
行
為
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
カ
ナ
ダ
人
全
員
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
は
剝
奪
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
。」）
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二
〇
一
五
年
総
選
挙
で
野
党
第
一
党
か
ら
第
二
党
へ
転
じ
た
新
民
主
党
は
、
自
由
党
が
提
出
し
た
C
─
六
法
案
に
は
不
十
分
な
点
が
残

る
と
留
保
し
た
上
で
、
提
案
さ
れ
て
い
る
内
容
に
賛
成
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
ま
ず
第
一
に
、
す
べ
て
の
カ
ナ
ダ
人
は
法
の
下
で
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
我
々
の
基
本
的
な
信
念
で
あ
る
。

保
守
党
の
C
─
二
四
法
案
は
、
あ
る
者
は
他
の
者
よ
り
多
く
の
権
利
を
有
す
る
と
し
、
市
民
に
二
つ
の
階
級
を
生
み
出
し
た
。
カ
ナ

ダ
へ
の
移
民
、
そ
の
子
供
と
孫
、
二
重
ま
た
は
多
重
国
籍
者
は
、
不
相
応
に
も
、
カ
ナ
ダ
で
生
ま
れ
た
人
々
よ
り
も
権
利
が
少
な
い



一
六
六

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。」）

11
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さ
て
、
以
上
で
三
つ
の
政
党
の
議
論
を
見
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
C
─
二
四
法
案
審
議
の
当
初
に
お
い
て
は
、
や
や

背
後
に
あ
っ
た
論
点
、
す
な
わ
ち
重
国
籍
者
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
の
み
が
剝
奪
さ
れ
う
る
こ
と
が
、
市
民
あ
る
い
は
市
民
権
に
二
つ
の
階
級

を
設
け
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
指
摘
が
前
面
に
登
場
し
、
そ
れ
が
自
由
党
及
び
新
民
主
党
と
保
守
党
の
立
論
の
違
い
を
構
成
し
て
い
る

点
で
あ
る
。

こ
の
論
点
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
選
挙
期
間
中
に
行
わ
れ
た
重
国
籍
無
期
収
監
囚
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
を
契
機
と
し
て
、
選

挙
争
点
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
学
説
や
C
─
二
四
法
案
の
と
り
わ
け
上
院
審
議
の
過
程
に
お
い
て
は
、
重
国
籍
の
者
に

つ
い
て
の
み
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
剝
奪
で
き
る
と
す
る
制
度
に
よ
っ
て
、
市
民
権
が
二
層
化
さ
れ
、
こ
れ
が
憲
章
一
五
条
を
侵
害
し
、
か
つ
、

同
一
条
の
下
で
正
当
化
さ
れ
得
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
他
方
で
は
、
現
実
の
問
題
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
重
国
籍
者

の
多
く
は
、
先
に
カ
ナ
ダ
以
外
の
国
籍
を
有
し
て
お
り
、
移
民
・
帰
化
に
よ
っ
て
カ
ナ
ダ
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら）

11
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、
保
守
党
を

は
じ
め
と
す
る
C
─
二
四
法
支
持
派
は
、「
移
民
の
中
に
テ
ロ
リ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
政
府
が
騙
さ
れ
て
市
民
権
を
付
与
し

て
し
ま
っ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
取
り
消
す
の
は
当
然
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
い
た
。

先
に
見
た
保
守
党
の
反
対
討
論
は
、
も
ち
ろ
ん
総
選
挙
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
C
─
六
法
成
立
以
降
で
あ
っ
て
も
「
市
民
権
は
詐
欺
的
な

方
法
で
の
取
得
を
理
由
に
剝
奪
さ
れ
得
る
」
と
指
摘
し
、
帰
化
に
よ
る
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
有
す
る
重
国
籍
テ
ロ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
自

由
党
政
府
も
重
国
籍
者
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
剝
奪
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
と
批
判
す
る
こ
と
で
、
C
─
二
四
法
の
正
当
性
を
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。



一
六
七

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

実
際
の
と
こ
ろ
、
二
〇
一
四
年
に
C
─
二
四
法
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
へ
の
一
定
の
世
論
の
支
持
が
あ
り
、

二
〇
一
五
年
総
選
挙
時
の
保
守
党
政
府
は
、
ま
さ
に
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
るZakaria A

m
ara

の
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
選
挙
期
間

中
に
取
り
消
す
こ
と
で
、
支
持
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
は
、
新
民
主
党
と
自
由
党
か
ら
み
れ
ば
、
い
わ
ば
踏
み
絵
を
迫
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
に
お
い
て
も
、Zakaria 

A
m

ara

の
カ
ナ
ダ
市
民
剝
奪
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
世
論
は
一
定
の
支
持
を
与
え
て
お
り
、
新
民
主
党
も
自
由
党
も
正
面
か
ら
は
、

こ
れ
に
反
対
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
党
と
り
わ
け
自
由
党
は
、
あ
え
て
、
C
─
二
四
法
を
争
点
化
す
る
と
い
う
政
治
的

選
択
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。T

rudeau

の「
カ
ナ
ダ
人
は
カ
ナ
ダ
人
で
あ
り
、そ
れ
が
カ
ナ
ダ
人
な
の
で
あ
る
」と
い
う
選
挙
時
の
キ
ャ
ッ

チ
・
フ
レ
ー
ズ
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
政
治
的
選
択
の
表
現
で
あ
る
。
あ
る
政
治
ア
ナ
リ
ス
ト
は
、
両
党
の
判
断
を
「Justin T

rudeau

（
自
由
党
党
首
）
とT

om
 M

ulcair

（
新
民
主
党
党
首
）
は
、
有
罪
と
さ
れ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
で
、
大
き
な
─
し
か

し
必
須
で
あ
る
─
政
治
的
リ
ス
ク
を
選
択
し
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い
る）

11
（

。

こ
の
結
果
、
C
─
二
四
法
が
行
っ
た
重
国
籍
者
か
ら
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
や
要
件
の
厳
格
化
、
と
り

わ
け
立
法
段
階
で
も
強
く
批
判
さ
れ
て
い
た
行
政
処
分
で
の
剝
奪
を
改
め
る
に
留
め
る
と
い
う
選
択
肢
で
は
な
く
、
そ
の
廃
止
と
い
う
方

向
性
が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
延
長
線
上
に
は
、Zakaria A

m
ara

の
カ
ナ
ダ
市
民
権
回

復
と
い
う
、
大
き
な
賭
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
C
─
六
法
案
成
立
直
後
の
二
〇
一
七
年
六
月
一
九
日
に
実
現
さ
れ
た
。

下
院
の
審
議
で
は
、
政
府
提
出
法
案
に
対
し
て
、
保
守
党
が
上
記
の
よ
う
な
視
点
か
ら
反
対
を
表
明
し
た
が
、
単
独
過
半
数
を
有
す
る

自
由
党
に
新
民
主
党
が
賛
成
し
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的
修
正
な
し
に
、
同
院
を
通
過
し
た
。



一
六
八

六　

C
─
六
法
案
に
つ
い
て
の
議
論
（
上
院
）

下
院
に
お
け
る
審
議
と
異
な
り
、
上
院
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
修
正
が
提
案
・
承
認
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
、
市
民
権
剝
奪
と
の
関
係
で
重
要
な
も
の
は
、
虚
偽
の
表
明
、
詐
欺
、
ま
た
は
重
要
な
事
情
を
故
意
に
隠
し
て
カ
ナ
ダ
市
民

権
を
取
得
し
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
、
そ
の
剝
奪
手
続
の
変
更
で
あ
る
。
C
─
二
四
法
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
を
理
由
と
す
る
市
民
権
剝
奪

手
続
の
ほ
と
ん
ど
は
、
主
務
大
臣
及
び
そ
の
権
限
を
委
任
さ
れ
た
公
務
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
司
法
裁
判
所
の
関
与
は
極
め
て
限

定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
安
全
保
障
、
人
権
若
し
く
は
国
際
法
上
の
権
利
侵
害
、
又
は
組
織
犯
罪
に
関
わ
る
場
合
に
限
っ
て
、
連
邦

裁
判
所
が
判
断
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
C
─
六
法
の
下
で
は
、
本
人
が
大
臣
に
よ
る
裁
定
を
希

望
し
な
い
限
り
、
連
邦
裁
判
所
が
全
て
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
事
件
に
つ
い
て
判
断
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た）

1（
（

。

そ
も
そ
も
政
府
案
は
、
C
─
二
四
法
が
導
入
し
た
重
国
籍
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
市
民
権
剝
奪
制
度
の
廃
止
を
提
案
す
る
一
方
で
、

C
─
二
四
法
以
前
か
ら
存
在
し
た
詐
欺
に
よ
っ
て
取
得
し
た
カ
ナ
ダ
市
民
権
の
取
り
消
し
に
つ
い
て
は
何
ら
の
変
更
を
提
案
し
て
い
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
日
な
お
、
選
挙
で
は
な
く
推
薦
・
任
命
制
議
員
か
ら
な
る
上
院
に
お
け
る
非
政
党
的
院
内
会
派
で
あ
る
「
独

立
上
院
議
員
グ
ル
ー
プ
」（Independent Senators Group

）
に
属
す
る
議
員
が
、
連
邦
裁
判
所
へ
の
判
断
権
委
譲
を
提
案
し
、
政
府
が
こ

れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。



一
六
九

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

七　

C
─
二
四
法
と
C
─
六
法
の
憲
法
問
題

上
述
の
よ
う
に
、
C
─
二
四
法
が
引
き
起
こ
し
た
議
論
と
問
題
は
、
C
─
六
法
に
よ
っ
て
立
法
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
、
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
「
立
法
的
」
な
解
決
が
図
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
C
─

二
四
法
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
は
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず）

11
（

、
政
治
的
に
は
、
保
守
党
あ
る
い
は
C
─

二
四
法
を
支
持
す
る
政
治
グ
ル
ー
プ
が
将
来
的
に
政
権
を
獲
得
し
た
場
合
、
再
度
こ
れ
が
導
入
さ
れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
下
院
議
員
の
任
期
は
憲
法
上
最
長
五
年
と
さ
れ
て
い
る
が）

11
（

、
実
際
に
は
解
散
に
よ
る
総
選
挙
が
行
わ
れ
て

お
り
、
直
近
の
選
挙
は
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
一
日
に
実
施
さ
れ
た
。
C
─
二
四
法
を
導
入
し
た
保
守
党
は
、
今
回
は
政
権
奪
回
に
は
失

敗
し
た
が
、
C
─
六
法
の
導
入
に
反
対
し
、
か
つ
、Zakaria A

m
ara

の
カ
ナ
ダ
市
民
権
復
活
に
も
反
対
し）

11
（

、
な
お
C
─
二
四
法
型
の
カ

ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
制
度
を
主
張
し
つ
つ
議
席
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
可
能
性
は
決
し
て
机
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
市
民
権
に
つ
い
て
明
示
的
な
規
定
を
有
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
七
年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
決

に
お
い
て
、Iacobucci

裁
判
官
は
「
カ
ナ
ダ
市
民
社
会
の
完
全
な
構
成
員
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
よ
り
も
基
本
的
な
利
益
が
あ
る
と

想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」）

11
（

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
そ
の
基
本
的
価
値
を
承
認
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
が
、
多
く
の
論
者
が
問
題
と
す
る
の
は
、

①
憲
章
七
条
の
適
正
手
続
保
障
を
受
け
る
権
利
、
②
同
一
一
条
が
保
障
す
る
刑
事
手
続
上
の
権
利
、
③
同
一
五
条
が
保
障
す
る
平
等
権
、



一
七
〇

そ
れ
ぞ
れ
の
侵
害
で
あ
る
。
以
下
、
分
説
す
る
。

（
一
）
憲
章
七
条

カ
ナ
ダ
権
利
自
由
憲
章
第
七
条
は
、「
何
人
も
生
命
、自
由
及
び
身
体
の
安
全
に
対
す
る
権
利
を
有
し
、司
法
の
基
本
的
原
理
（principle 

of fundam
ental justice

）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
条
文
は
、
憲
章
が
各
論
的
権
利
と
し
て

定
め
て
い
な
い
様
々
な
「
生
命
、
自
由
及
び
身
体
の
安
全
」
の
根
拠
と
な
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
制
限
す
る
立
法
が
「
司
法
の
基
本
的
原

理
」
と
い
う
司
法
審
査
基
準
を
ク
リ
ア
す
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る）

11
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
「
司
法
の
基
本
的
原
理
」
の
内
容
が
問
題
と

な
る
が
、
判
例
法
は
、
こ
こ
に
規
制
法
が
も
つ
恣
意
性
、
過
度
の
広
汎
性
、
過
度
の
反
比
例
性
等
の
テ
ス
ト
を
組
み
込
み
、
適
正
手
続
の

保
障
を
行
っ
て
い
る
。

市
民
権
の
剝
奪
に
は
、
適
正
手
続
保
障
が
及
ぶ
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
適
正
手
続
保
護
が
求
め
ら
れ
る

か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
の
下
院
報
告
書）

11
（

は
、
市
民
権
剝
奪
が
司
法
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
と
し
、

刑
事
裁
判
に
求
め
ら
れ
る
「
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
」
立
証
が
、
刑
事
証
拠
法
則
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
の
立
場

か
ら
す
る
と
、
C
─
二
四
法
が
、
行
政
処
分
で
市
民
権
を
剝
奪
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
適
正
手
続
違
反
と
な
る
。

他
方
、
判
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
（Federal Court

））
11
（

の
先
例
で
あ
るJaballah

（R
e

））
11
（

に
お
い
て
、「
司
法
の
基

本
的
原
理
」
に
つ
い
て
、単
一
の
立
証
責
任
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、こ
れ
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
は
、手
続
や
問
題
と
な
っ

て
い
る
利
益
の
本
質
等
に
基
づ
い
て
判
定
さ
れ
る
、
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
公
安
上
の
理
由
か
ら
入
国
を
拒
否

す
べ
き
と
の
大
臣
判
断
を
示
し
た
文
書
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
法
は
裁
判
所
に
そ
の
「
合
理
性
」
を
判
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
、
原
告Jaballah

は
、
大
臣
は
独
立
性
・
公
平
性
に
欠
け
て
い
る
一
方
で
、
こ
れ
を
有
す
る
裁
判
所
は
証
拠
の
「
合
理
性
」



一
七
一

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

し
か
判
断
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
手
続
が
憲
章
七
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
同
裁
判
所
は
、
上
の
判
断
基
準
に
基
づ

き
、
本
件
で
は
法
定
手
続
を
加
重
す
る
必
要
性
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
先
例
と
し
て
拡
張
す
る
と
、
C
─
二
四
法

は
合
憲
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
た
と
え
ばCraig Forcese

教
授
は
、
同
判
決
は
、
入
国
許
可
に
関
し
て
「
予
防
的
介
入
」
を
認

め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
権
剝
奪
事
件
は
、
こ
れ
と
区
別
し
て
よ
り
厳
格
な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
有
力
に
主
張
し
て
い
る
。

（
二
）
憲
章
一
一
条

憲
章
一
一
条
は
、
刑
事
被
告
人
の
権
利
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
よ
っ
て
、
市
民
権
剝
奪
手
続
が
刑
事
手
続
で
あ
る
か
と
い
う
点
が

問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
確
か
に
、
C
─
二
四
法
は
、
市
民
権
剝
奪
そ
れ
自
体
を
刑
罰
と
し
て
規
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、

C
─
二
四
法
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
制
度
で
あ
る
詐
欺
的
手
法
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
市
民
権
の
剝
奪
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、

原
因
行
為
の
違
法
性
を
根
拠
と
す
る
い
わ
ば
行
政
処
分
の
無
効
の
宣
言
で
あ
っ
て
、
刑
罰
で
は
な
い
と
言
い
う
る
根
拠
が
あ
る
が
、
テ
ロ

行
為
を
根
拠
と
す
る
市
民
権
剝
奪
は
、
テ
ロ
行
為
と
市
民
権
の
間
に
因
果
論
的
結
合
が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
ま
さ
に
刑
罰
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
と
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
C
─
二
四
法
が
、
憲
章
一
一
条
が
規
定
す
る
被
告
人
の
権
利
保
障
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
同

条
に
違
反
す
る
と
評
価
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
憲
章
一
一
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
手
続
の
性
質
と
、

刑
事
罰
の
性
質
を
有
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
両
面
か
ら
判
断
す
る
と
い
う
判
例
法
理
を
確
立
し
て
い
る
か
ら）

1（
（

、
そ
の
解
釈
に

よ
っ
て
同
条
違
反
と
な
ら
な
い
可
能
性
も
残
る
も
の
の
、
や
は
り
、
一
一
条
違
反
と
な
る
と
い
う
立
論
が
有
力
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

（
三
）
憲
章
一
五
条



一
七
二

憲
章
一
五
条
は
「
全
て
個
人
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
り
、
一
切
の
差
別
、
と
く
に
人
種
、
出
身
国
籍
も
し
く
は
出
身
民
族
、
体
色
、

宗
教
、
性
別
、
年
齢
又
は
身
体
的
障
害
を
理
由
と
し
て
差
別
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
法
の
平
等
な
保
護
と
利
益
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す

る
。」
と
規
定
す
る
。

こ
こ
に
は
、「
市
民
権
」
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
一
貫
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

類
推
に
よ
り
列
挙
事
項
と
同
様
の
保
護
が
及
ぶ
と
し
て
き
て
い
る）

11
（

か
ら
、
憲
章
一
五
条
に
つ
い
て
の
判
例
法
と
、
同
一
条
に
つ
い
て
の
判

例
法
（O

akes

テ
ス
ト
）
に
従
っ
た
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
憲
章
一
五
条
に
つ
い
て
、
二
段
階
で
の
権
利
侵
害
判
定
を
行
っ
て
い
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
①
法
律
は
憲
章

一
五
条
列
挙
事
項
又
は
類
似
事
項
を
根
拠
と
し
た
区
別
を
設
け
て
い
る
か
、
②
当
該
区
別
は
、
偏
見
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
持
続
す
る
こ

と
よ
っ
て
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
か
、
と
い
う
二
段
階
テ
ス
ト
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
C
─
二
四
法
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
の
保
有
形
態
（
単
一
市
民
権
か
重
国
籍
か
）
に
よ
っ
て
カ
ナ

ダ
市
民
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
籍
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
事
項
に
よ
っ
て
①
で
い
う
区
別
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
す
る
と
、
実
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
②
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
二
〇
一
一
年
のW

ithler v Canada

事
件
判
決）

11
（

に
お
い
て
、「
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
、
そ

の
目
的
ま
た
は
効
果
に
お
い
て
、
憲
章
一
五
条
一
項
所
定
の
個
人
の
属
性
に
基
づ
い
て
、
あ
る
集
団
の
構
成
員
に
対
す
る
偏
見
又
は
不
利

益
を
永
続
さ
せ
る
」
場
合
、
又
は
「
法
律
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
不
利
益
が
、
権
利
主
張
者
又
は
そ
の
集
団
の
現
実
の
状
況
お
よ
び
属
性
に

応
じ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
こ
と
が
示
」
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
が
成
立
す
る
と
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
際
重
要

な
の
は
、
政
府
の
態
度
や
動
機
で
は
な
く
、
差
別
的
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
の
あ
る
行
為
が
、
歴
史
的
に
不
利
な
地
位
に
置
か
れ



一
七
三

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

て
き
た
集
団
と
社
会
の
他
の
集
団
と
の
格
差
を
狭
め
る
の
で
は
な
く
、
広
げ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
差
別
的
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る）

11
（

。
本
件
に
お
い
て
は
、
重
国
籍
を
も
つ
者
と
そ
う
で
は
な
い
者
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
重
国
籍
を
有
す
る
者
の
多
く
は
、

新
た
に
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
取
得
し
た
移
民
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
偏
見
や
不
利
益
を
受
け
て
き
た
者
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
、
新
た
な
移
民

は
潜
在
的
な
犯
罪
者
・
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
偏
見
を
助
長
す
る
こ
と
か
ら
も
、
②
の
要
件
を
満
た
し
一
五
条
を
侵
害
す
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
る
と
、
最
後
の
問
題
は
、
憲
章
一
条
に
よ
る
権
利
制
限
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
学
説
の
多
く
は
、O

akes

テ
ス

ト
の
通
過
を
認
め
な
い
。
上
述
し
たCraig Forcese

教
授
は
、
そ
も
そ
も
C
─
二
四
法
の
規
制
目
的
自
体
が
不
透
明
で
あ
る
と
し
つ
つ
、

「
国
家
へ
の
不
忠
誠
を
糾
弾
し
、
国
家
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
」
と
措
定
し
た
場
合
に
は
、
重
国
籍
者
の
市
民
権
剝
奪
と
い
う
手
段
と

の
間
で
の
合
理
的
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、O

akes

テ
ス
ト
の
う
ち
①
当
該
規
制
に
は
重
要
な
目
的
が
あ
る
こ
と
、

②
規
制
目
的
と
手
段
と
の
間
に
合
理
的
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
入
口
の
段
階
で
テ
ス
ト
不
通
過
と
判
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
③

当
該
規
制
に
よ
る
権
利
の
毀
損
が
最
小
限
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
テ
ロ
犯
罪
そ
の
も
の
に
対
す
る
刑
事
法
規
制
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
、
④
当
該
権
利
に
与
え
る
影
響
と
当
該
規
制
に
よ
る
利
益
と
の
間
に
均
衡
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
剝

奪
さ
れ
た
者
が
国
外
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
等
の
大
き
な
不
利
益
を
被
る
の
に
対
し
て
、
確
保
さ
れ
る
政
府
利
益
は
限
定
的
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。



一
七
四

八　

小
括
〜
お
わ
り
に

前
節
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
C
─
二
四
法
型
の
規
制
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
自
由
憲
章
の
複
数
の
条
文
に
抵
触
し
、
違
憲
で
あ

る
と
い
う
立
論
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
採
用
さ
れ
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
十
分
主
張
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ

の
違
憲
論
は
、
カ
ナ
ダ
法
に
特
有
の
人
権
概
念
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
適
正
手
続
、
刑
事
被
告
人
の
権
利
、
平
等
権
と
い
っ

た
相
当
程
度
に
普
遍
的
な
法
原
則
違
反
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
以
外
の
法
域
で
も
十
分
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、た
と
え
ば
日
本
法
が
こ
の
点
の
カ
ナ
ダ
法
に
学
ぼ
う
と
す
る
と
、な
お
い
く
つ
か
の
検
討
す
べ
き
点
や
問
題
点
が
残
っ

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
最
後
に
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
や
は
り
現
時
点
に
お
け
る
司
法
裁
判
所
判
決
の
欠
如
で
あ
る
。
C
─
二
四
法
は
、
冒
頭
で
指
摘
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
実

現
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
憲
法
改
正
に
よ
る
重
国
籍
者
の
国
籍
剝
奪
と
ほ
ぼ
同
様
の
制
度
で
あ
っ
た
が
、
政
治
的
に
廃
止
さ
れ
、
裁
判

所
に
よ
る
憲
法
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
学
説
や
現
在
の
与
党
、
さ
ら
に
は
弁
護
士
会
等
に
よ
る
違
憲
論
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
カ
ナ
ダ
で
は
、
法
改
正
に
よ
っ
て
再
導
入
さ
れ
る
可
能
性
が
相
当
高
い
確
率
で
残
存
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
制
度
再
導
入
自
体
は
カ
ナ
ダ
の
問
題
で
あ
る
が
、
附
随
的
違
憲
審
査
制
の
下
で
の
司
法
裁
判
所
判
決
の
欠
如
と
い
う
問

題
は
、
日
本
に
お
い
て
も
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
の
法
形
成
の
あ
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
多
い
。

第
二
は
、
仮
に
再
導
入
と
な
っ
た
場
合
の
合
憲
論
の
主
張
が
、
違
憲
論
と
の
間
で
原
理
的
に
か
み
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
。

上
で
見
た
よ
う
に
、
保
守
党
を
中
心
と
す
る
合
憲
論
の
主
張
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
を
「
特
権
（privilege

）」
と
位
置
付
け
、
国
家
に
対
す



一
七
五

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

る
忠
誠
義
務
と
引
き
換
え
に
付
与
さ
れ
、
維
持
で
き
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
は
、
重
国
籍
者
で
は
な

く
と
も
忠
誠
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
か
ら
は
、
こ
れ
を
剝
奪
す
る
の
が
論
理
的
に
は
正
し
く
、
も
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
（
す
な
わ
ち

条
約
上
の
義
務
と
の
関
係
を
除
け
ば
）、
重
国
籍
者
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
と
カ
ナ
ダ
市
民
権
し
か
持
た
な
い
者
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
何
も
差
が

な
い
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
上
記
の
二
点
か
ら
す
る
と
、
実
は
「
国
籍
を
剝
奪
さ
れ
な
い
こ
と
」
を
権
利
論
と
し
て
構
成
す
る
場
合
に
は
、
平
等
と
い
う

比
較
の
視
点
と
は
別
に
、
国
籍
・
市
民
権
が
人
権
の
一
を
構
成
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
場
合
、
現
在
の
主
権
国
家
中
心
の

国
際
社
会
に
お
い
て
は
生
存
自
体
が
難
し
く
な
る
か
ら
、高
い
レ
ベ
ル
で
の
要
保
護
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
論
理
構
造
を
必
要
と
す
る
。

カ
ナ
ダ
法
の
文
脈
で
は
、
憲
章
一
五
条
違
反
に
つ
い
て
は
、
重
国
籍
者
の
カ
ナ
ダ
市
民
権
剝
奪
制
度
が
、
実
際
の
重
国
籍
者
の
多
く
が

新
し
い
移
民
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
移
民
＝
潜
在
的
な
テ
ロ
リ
ス
ト
と
い
う
偏
見
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
助
長

し
、
移
民
が
も
つ
カ
ナ
ダ
市
民
権
は
、
政
府
に
よ
り
剝
奪
さ
れ
う
る
二
流
の
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
平
等
権
侵
害

と
な
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
学
説
及
び
C
─
六
法
案
審
議
に
お
け
る
議
会
内
多
数
派
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
平
等
権
侵
害
を
構
成
す
る
た
め
に
固
有
の
論
理

─
具
体
的
に
は
、
実
際
の
重
国
籍
者
の
多
く
が
新
し

い
移
民
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
権
利
論
と
の
結
合

─
が
優
先
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
超
え
た
市
民
権
の
実
質
的
価
値
検
討
が
、
今
後

は
一
層
重
要
と
な
ろ
う
。

他
方
で
日
本
国
憲
法
は
、
国
籍
に
つ
い
て
直
接
具
体
的
な
規
定
を
置
か
ず
、
そ
の
一
〇
条
で
法
律
に
委
任
し
て
い
る
か
ら
、
現
行
法
の

解
釈
に
よ
っ
て
は
、
重
国
籍
の
剝
奪
に
も
何
の
問
題
も
な
い
と
も
い
え
る
。
日
本
国
憲
法
一
〇
条
の
下
で
の
「
国
籍
」
の
位
置
付
け
に
つ

い
て
、
な
お
一
層
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。



一
七
六

（
（
）
政
府
提
出
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。Projet de loi constitutionnelle de protection de la N

ation,n

°（（（（,déposé le （（ décem
bre  

（0（（. http://w
w

w
.assem

blee-nationale.fr/（（/projets/pl（（（（.asp
　
　
　

た
だ
し
、
こ
の
案
は
国
民
議
会
で
の
審
議
中
に
修
正
さ
れ
、
国
民
議
会
で
可
決
さ
れ
た
の
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。http://w

w
w

.assem
blee-

nationale.fr/（（/ta/ta0（（（.asp

（
（
）
こ
の
憲
法
改
正
案
の
提
案
か
ら
撤
回
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
二
〇
一
六
年
三
月
三
〇
日
付
フ
ィ
ガ
ロ
紙
オ
ン
ラ
イ
ン
版
記

事
を
参
照
。

　
　

http://w
w

w
.lefigaro.fr/politique/le-scan/（0（（/0（/（0/（（00（-（0（（0（（0A

RT
FIG00（（（-decheance-de-nationalite-un-abandon-

en-six-actes.php

（
（
）
本
稿
で
は
、
英
語
のnationality

の
訳
語
と
し
て
国
籍
、citizenship

の
訳
語
と
し
て
市
民
権
を
用
い
る
。
な
お
、
現
在
、
こ
の
二
つ
の
概
念

は
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
原
理
的
な
区
別
は
行
っ
て
い
な
い
。

（
（
）
政
府
提
出
案
は
重
国
籍
者
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
剝
奪
を
定
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
国
民
議
会
採
択
案
で
は
重
国
籍
者
へ
の
限
定
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。

（
（
）L'individu qui a acquis la qualité de Français peut,par décret pris après avis conform

e du Conseil d'Etat,être déchu de 
la nationalité française,sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride

:

　
　
　

（

°S'il est condam
né pour un acte qualifié de crim

e ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondam
entaux de la 

N
ation ou pour un crim

e ou un délit constituant un acte de terrorism
e

;

　
　
　

（

°S'il est condam
né pour un acte qualifié de crim

e ou délit prévu et réprim
é par le chapitre II du titre III du livre IV

 
du code pénal;

　
　
　

（

°S'il est condam
né pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;

　
　
　

（

°S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incom
patibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux 

intérêts de la France.

（
（
）
民
法
二
五
条
の
一
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
剝
奪
は
、
そ
の
帰
化
に
よ
る
取
得
か
ら
、
二
五
条
一
号
に
基
づ
く
場
合
は
一

五
年
以
内
、
同
条
二
号
か
ら
四
号
に
基
づ
く
場
合
は
一
〇
年
以
内
に
限
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
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カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

　
　
　

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article （（ se sont produits 
antérieurem

ent à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à com
pter de la date de cette 

acquisition.

　
　
　

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à com
pter de la perpétration desdits faits.

　
　
　

Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au （

° de l'article （（,les délais m
entionnés aux deux alinéas précédents sont 

portés à quinze ans.

（
（
）A

ustralian Citizenship A
m

endm
ent （A

llegiance to A
ustralia

） A
ct （0（（.

（
（
）
同
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
板
東
祐
介
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
市
民
権
の
取
得
と
喪
失
に
関
す
る
法
制
度
─
二
〇
〇
七
年
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
市
民
権
法
を
中
心
に
─
」
小
樽
商
科
大
学
商
学
討
究
六
七
巻
二
・
三
号
二
三
五
頁
（
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
（
）
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
（
下
院
）
は
六
月
二
七
日
に
可
決
。

　
　
　

https://w
w

w
.bundestag.de/dokum

ente/textarchiv/（0（（/kw
（（-de-staatsangehoerigkeitsgesetz-（（（（（（

　
　
　

ド
イ
ツ
連
邦
参
議
院
（
上
院
）
は
翌
二
八
日
に
可
決
。

　
　
　

https://w
w

w
.bundesrat.de/SharedD

ocs/drucksachen/（0（（/0（0（-0（00/（0（-（（

（B

）.pdf?__blob=publicationFile&
v=（

（
（0
）Long title

は
、"A

n A
ct to am

end the Citizenship A
ct and to m

ake consequential am
endm

ents to other A
cts"

で
あ
る
。

（
（（
）S.C.（0（（,c.（（.

（
（（
）
一
〇
条
二
項
で
は
、
以
下
の
八
項
目
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⒜　

w
as convicted under section （（ of the Crim

inal Code of treason and sentenced to im
prisonm

ent for life or w
as 

convicted of high treason under that section;

⒝　

w
as convicted of a terrorism

 offence as defined in section （ of the Crim
inal Code —

 or an offence outside Canada 
that,if com

m
itted in Canada,w

ould constitute a terrorism
 offence as defined in that section —

 and sentenced to at 
least five years of im

prisonm
ent;

⒞　

w
as convicted of an offence under any of sections （（ to （（ of the N

ational D
efence A

ct and sentenced to 
im

prisonm
ent for life because the person acted traitorously;
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⒟　

w
as convicted of an offence under section （（ of the N

ational D
efence A

ct and sentenced to im
prisonm

ent for life;

⒠　

w
as convicted of an offence under section （（0 of the N

ational D
efence A

ct in respect of an act or om
ission that is 

punishable under section （（ of the Crim
inal Code and sentenced to im

prisonm
ent for life;

⒡　
w

as convicted under the N
ational D

efence A
ct of a terrorism

 offence as defined in subsection （

（（

）of that A
ct and 

sentenced to at least five years of im
prisonm

ent;

⒢　

w
as convicted of an offence described in section （（ or （（ of the Security of Inform

ation A
ct and sentenced to 

im
prisonm

ent for life;or

⒣　

w
as convicted of an offence under section （（0 of the N

ational D
efence A

ct in respect of an act or om
ission that is 

punishable under section （（ or （（ of the Security of Inform
ation A

ct and sentenced to im
prisonm

ent for life.

（
（（
）Convention on the Reduction of Statelessness.

（
（（
）Canada,Parliam

ent,H
ouse of Com

m
ons D

ebates,（（st Parl,（nd Sess,V
ol （（（,N

o （（

（（（ February （0（（

）at （（（0

（H
on.Chris  

A
lexander

）.

（
（（
）Ibid at （（（0 （M

s.Lysane Blanchette-Lam
othe

）.

（
（（
）Canada,Parliam

ent,Senate D
ebates,（（st Parl,（nd Sess,V

ol （（（,N
o （（

（（（ June （0（（

）at （（（0 （H
on.A

rt Eggleton

）.

（
（（
）A

udrey M
acklin,Citizenship Revocation,the Privilege to H

ave Rights and the Production of the A
lien,

（（0（（

）（0

（（

）:（-
（（ Q

ueen's LJ.A
vailable at SSRN

:https://ssrn.com
/abstract=（（0（（（（ or http://dx.doi.org/（0.（（（（/ssrn.（（0（（（（

（
（（
）
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
が
用
い
る
規
制
立
法
の
合
憲
性
審
査
テ
ス
ト
で
あ
り
、
憲
章
制
定
直
後
の
一
九
八
六
年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
決
で
あ
るR

 v 
O

akes,

［（（（（

］ （ SCR （0（

に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、O

akes

テ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
　

ま
ず
、
憲
章
上
の
各
条
が
定
め
る
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
か
を
判
断
し
（
第
一
段
階
）、
そ
れ
が
、
同
一
条
の
「
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会

に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
法
が
定
め
る
合
理
的
制
限
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
定
す
る
（
第
二
段
階
）。
こ
の

第
二
段
階
の
審
査
に
お
い
て
は
、

　
　

①
当
該
規
制
に
は
重
要
な
目
的
が
あ
る
こ
と
、

　
　

②
規
制
目
的
と
手
段
と
の
間
に
合
理
的
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
、
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カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

　
　

③
当
該
規
制
に
よ
る
権
利
の
毀
損
が
最
小
限
で
あ
る
こ
と
、

　
　

④
当
該
権
利
に
与
え
る
影
響
と
当
該
規
制
に
よ
る
利
益
と
の
間
に
均
衡
が
あ
る
こ
と

　
　

を
政
府
が
証
明
し
た
場
合
に
合
憲
と
判
断
さ
れ
る
。

（
（（
）Craig Forcese,A

 T
ale of T

w
o Citizenships:Citizenship Revocation for 'T

raitors and T
errorists',

（（0（（

）（（

（（

）:（（（

─（（（ 
Q

ueen's LJ.A
vailable at SSRN

:https://ssrn.com
/abstract=（（（（（（（ or http://dx.doi.org/（0.（（（（/ssrn.（（（（（（（

（
（0
）O

rder Fixing M
ay （（,（0（（ as the D

ay on w
hich Certain Provisions of the A

ct Com
e into Force,SI/（0（（

─00（（.

（
（（
）O

rder Fixing June （（,（0（（ as the D
ay on w

hich Certain Provisions of the A
ct Com

e into Force,SI/（0（（

─（（.

こ
れ
が
三

段
階
の
法
施
行
の
最
後
の
施
行
日
を
定
め
る
総
督
令
で
あ
る
。

（
（（
）
こ
の
テ
ロ
計
画
に
つ
い
て
は
、た
と
え
ば
、板
橋
功
「
国
際
テ
ロ
情
勢
と
対
策
」
ノ
モ
ス
二
八
号
一
頁
（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
、二
〇
一
一
年
）

参
照
。

（
（（
）
た
と
え
ば
、
選
挙
戦
中
の
党
首
討
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
動
画
は
、
カ

ナ
ダ
の
全
国
新
聞
『Globe and M

ail
』
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ビ
デ
オ
版
で
あ
る
。

　
　
　

https://w
w

w
.theglobeandm

ail.com
/canada/video-video-a-canadian-is-a-canadian-is-a-canadian-harper-trudeau-spar/

（
（（
）
例
え
ば
、
以
下
の
新
聞
記
事
に
お
け
る
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ケ
ニ
ー
（Jason K

enny

）
国
防
長
官
の
発
言
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　

https://nationalpost.com
/new

s/canada/canada-revokes-citizenship-of-toronto-（（-ringleader

（
（（
）Statem

ent by M
inister H

ussen on advancing Bill C-（,an A
ct to am

end the Citizenship A
ct and m

ake consequential 
am

endm
ents to another A

ct,June （,（0（（.

　
　
　

https://w
w

w
.canada.ca/en/im

m
igration-refugees-citizenship/new

s/（0（（/0（/statem
ent_by_m

inisterhussenonadvancingbillc- 
（anacttoam

endtheciti.htm
l

（
（（
）Canada,Parliam

ent,H
ouse of Com

m
ons D

ebates,（（st Parl,（st Sess,V
ol （（（,N

o （（

（（ M
arch （0（（

）at （（00

（H
on.John 

M
cCallum

）.

（
（（
）Ibid at （（（0

（H
on.M

ichelle Rem
pel

）.

（
（（
）Ibid at （（00

（M
s.Jenny K

w
an

）.
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（
（（
）Forcese

前
掲
注（
（（
）
論
文
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。

（
（0
）T

hoom
as W

alkom
,“W

hy terrorist should keep his Canadian citizenship”at
　
　

https://w
w

w
.thestar.com

/new
s/federal-election/（0（（/0（/（0/w

hy-terrorist-should-keep-his-canadian-citizenship-w
alkom

.
htm

l.

（
（（
）
C
─
六
法
三
条
三
項
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
市
民
権
法
一
〇
条
四
・
一
項
。

（
（（
）
現
在
、
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
上
院
の
最
大
会
派
で
あ
る
。
こ
れ
は
、T

rudeau

首
相
が
自
由
党
に
所
属
す
る
上
院
議
員
を
推
薦
し
な
い
方
針
を
採
用
し
て

い
る
た
め
、
そ
の
推
薦
に
係
る
上
院
議
員
が
自
由
党
で
は
な
く
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
「
無
所
属
」

議
員
の
会
派
と
は
言
い
づ
ら
い
面
が
あ
る
。
実
際
、
C
─
六
法
案
の
最
終
修
正
版
に
賛
成
し
た
上
院
議
員
の
所
属
会
派
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｇ
二
九
、
自
由

党
一
三
、
保
守
党
四
、
無
所
属
五
で
あ
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｇ
と
自
由
党
に
は
反
対
者
は
い
な
か
っ
た
。
反
対
は
全
員
が
保
守
党
で
、
二
九
票
で
あ
っ
た
。

（
（（
）
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
市
民
自
由
協
会
（British Colum

bia Civil Liberties A
ssociation

）
と
カ
ナ
ダ
難
民
弁
護
士
協
会

（Canadian A
ssociation of Refugee Law

yers

）
が
、
二
〇
一
五
年
八
月
二
〇
日
に
、
カ
ナ
ダ
法
務
総
裁
を
被
告
と
し
て
、
C
─
二
四
法
の

違
憲
判
断
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た
が
、
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
は
、
C
─
六
法
に
よ
る
改
正
を
受
け
、
実
体
判
断
を
行
わ
ず
に
訴
訟
を
終

結
さ
せ
る
と
の
判
決
を
下
し
て
い
る
。T

he British Colum
bia Civil Liberties A

ssociation et al v A
ttorney G

eneral of Canada

（（（ 
July （0（（

）,O
ttaw

a T
-（（（（-（（

（FC

）.

（
（（
）Canadian Charter of R

ights and Freedom
s,s （,Part I of the Constitution A

ct,（（（（,being Schedule B to the Canada A
ct 

（（（（ （U
K

）,（（（（,c （（.

（
（（
）https://w

w
w

.conservative.ca/cpc/stop-rew
arding-terrorists/

（
（（
）Benner v Canada,

［（（（（

］ （ SCR （（（ at para （（,（（（ D
LR

（（th

）（（（.

（
（（
）
憲
章
七
条
の
機
能
と
構
造
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
富
井
幸
雄
「
カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
け
る
包
括
的
基
本
権
─fundam

ental justice 

原
理

の
意
味
」
法
学
新
報
一
二
二
巻
七
・
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
三
九
頁
─
二
二
一
頁
を
参
照
。

（
（（
）H

ouse of Com
m

ons,Standing Com
m

ittee on Citizenship and Im
m

igration,Citizenship R
evocation:

A
 Q

uestion of D
ue 

Process and R
especting Charter R

ights

（June （00（

）（Chair:A
ndrew

 T
elegdi

）.

（
（（
）
カ
ナ
ダ
で
は
、
下
級
審
段
階
で
は
、
州
裁
判
所
と
連
邦
裁
判
所
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
全
カ
ナ
ダ
に
対
す
る
最
上
位
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一

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
と
し
て
の
重
国
籍
者
か
ら
の
市
民
権
剝
奪
（
佐
藤
）

裁
判
所
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
裁
判
所
（Federal Court

）
は
、
連
邦
の
第
一
審
裁
判
所
で
あ
る
。

（
（0
）
［（0（（

］ （ RCF （（（,（0（0 FC （（.
（
（（
）See R

 v R
odgers,（00（ SCC （（ at para （0,

［（00（

］ （ SCR （（（.

（
（（
）A

ndrew
s v Law

 Society of British Colum
bia,

［（（（（

］ （ SCR （（（,（（ D
LR

（（th

）;Chiarelli v Canada

（M
inister of E

m
ploym

ent  
and Im

m
igration

）,［（（（（

］ （ SCR （（（,（0 D
LR

（（th

）（（（
; Lavoie v Canada,（00（ SCC （（,

［（00（

］ （ SCR （（（
;  Benner v Canada, 

［（（（（

］ （ SCR （（（,（（（ D
LR

（（th

）（（（.

（
（（
）A

ndrew
s v Law

 Society of British Colum
bia,

［（（（（

］ （ SCR （（（,（（ D
LR

（（th

）（.

（
（（
）（0（（ SCC （（ at para （（,

［（0（（

］ （ SCR （（（.

（
（（
）
こ
れ
は
、
原
告
に
お
い
て
、
法
に
よ
る
区
別
が
、
自
ら
の
集
団
に
向
け
ら
れ
た
偏
見
あ
る
い
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
永
続
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
立
証
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

（
（（
）Q

uebec

（A
ttorney G

eneral
）v A

,（0（（ SCC （ at para （（（.

（
本
学
法
科
大
学
院
教
授
）




